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会社の体制及び方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム

構築の基本方針を定めております。

(1) 当社の取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

① 当社は、「倫理規程」を設け、当社の基本理念、企業市民としての基本原則、

公正性及び透明性を確保する体制を構築する。

② 取締役は、業務執行が適正かつ健全に実践されるべく、当該規程に則した行

動を率先垂範し、グループ企業全体の行動基準として遵守する。

③ 取締役は、取締役相互において法令及び定款への適合性を監視するとともに、

毎月の定時取締役会において、各々委嘱された職務の執行状況を報告する。

④ 取締役は、上記のほか、監査等委員からの指摘等を受け、業務執行を行うこ

ととする。

⑤ 使用人は、事業に係る法令等を認識し、その内容を関連部署に周知徹底させ

ることにより、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立する。

⑥ 取締役会は、法令等遵守のための体制を含む内部統制システムを決定すると

ともに、委員会より定期的に状況報告を受ける。

⑦ 内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、

その執行状況を監視する。

⑧ 「委員会規程」に基づき設置された各種委員会により、法令等遵守に関する

規程の整備並びに「倫理規程」を周知・徹底させ、法令等の遵守意識の維

持・向上を図る。

⑨ 内部通報者の保護を徹底した通報・相談システム（相談窓口）を委員会に設

置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会・監査等委員会・経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情

報、代表取締役社長決裁その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及

びリスク・コンプライアンスに関する情報を、法令・定款、「文書保存・処分

規程」及び「内部情報管理規程」等に基づき記録・保存し、それらを適切に

管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

② 情報システムを安全に管理し、検証し、不測の事態に適切かつ迅速な対応が

行われる仕組みを整備する。
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(3) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

① 「リスク管理規程」に基づき、グループ企業全体において発生しうるリスク

の評価、発生防止及び発生したリスクの対応等に係る体制整備を当社が行う

ことにより、リスク管理体制を構築する。

② コンプライアンス及びリスク管理の実効性を確保するために、リスク・マネ

ジメント委員会（以下単に「委員会」）を設置し、委員会及び委員長の職務権

限（グループ企業全体に対する指導権限を有する。）と責任を明確にした体制

を構築・整備する。

③ 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた

場合、有事の対応を迅速に行うとともに、委員会を中心として全社的かつ必

要であれば企業グループとしての再発防止策を講じる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担

と連携を確保する。

② 取締役は、監査等委員から定期的に監査を受けるとともに、善管注意義務や

利益相反取引等に関する確認書を監査等委員に毎年提出する。

③ 取締役会付議に係る重要事項については、経営会議で事前審議を行い、論点

を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定

の効率化を図る。

④ 取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため

執行役員制度を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、業務執行の責

任者として担当業務を執行する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で

持続的な事業の発展に努める。

② 当社は、「関係会社関連規程」等に基づき子会社に対し、必要に応じて管理部

門を担当する執行役員を派遣し、企業グループ間での情報の共有化を図るな

どして、一体的な管理体制を採用する。

③ 子会社のコンプライアンス、リスク管理については、当社の内部監査室が内

部監査を実施するとともに、実施状況等をまとめた報告書を監査等委員会並

びにリスク・マネジメント委員会に報告し、リスク・マネジメント委員会が

企業グループ全体のリスク対応を整備する。

④ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受

け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取

締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性及

び効率性を確保する。
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⑤ 当社及び子会社における取締役及び使用人による、法令及び定款等に違反す

る事象又は取引並びに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じる恐れが

あるときは、速やかに部署責任者、管理本部長へ報告する体制とする。

(6) 監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用

人に関する事項と当該取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を

除く）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下「監査等委員スタッフ」）につ

いては、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該使用人の配置を協議のう

え決定するものとする。また、各監査等委員が内部監査担当者や管理部門な

どの業務執行に係る使用人に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依

頼した場合についても、同様の体制とする。

② 監査等委員スタッフは、業務に関して、取締役（監査等委員である取締役を

除く。）からの指揮命令を受けないものとする。

③ 監査等委員スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものと

するが、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に影響がな

く監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を

兼務することができるものとする。

④ 監査等委員スタッフに対する人事評価は監査等委員である取締役が行い、人

事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役

の同意を得るものとする。

(7) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告を

するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社経営及び事業

運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員会に

報告できることとする。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、会社に著しい損害を及ぼす恐

れのある事実があることを発見した場合、速やかに監査等委員会に報告する。

(8) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人からの監査等委員会への

報告が、適切に行われることを確保するための体制

当社並びに子会社の役員及び従業員は、当社監査等委員から業務執行に関す

る事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとす

る。

(9) 監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制

監査等委員への通報・報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対

し、当該通報・報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止する。
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(10) 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関

する事項

監査等委員がその職務執行について、当社に対し前払い等の請求をしたとき

は、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でないことを

証明した場合を除き、当該費用又は債務を負担するものとする。

(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため適宜会合を持つ。

② 取締役は、監査等委員の職務の適切な執行のため監査等委員との意思疎通、

情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。

③ 取締役は、監査等委員が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。

④ 代表取締役・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。

(12) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

① 当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法

令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備し、その有効性の評価

を行い、不備がある場合には速やかに是正し改善する体制を運用する。

② 財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況は、内部統制システム

の整備及び評価に精通した担当が評価するとともに、内部監査部門によって、

内部統制の評価に係る業務運営の適正性を検証する。

(13) 反社会的勢力の対応

当社は、「倫理規程」に反社会的勢力との関係を遮断する基本方針を掲げる

とともに、事業のあらゆる分野における反社会的勢力との取引を防止する体制

として、渉外担当チームを常設し、コンプライアンスを全部署横断的に管理す

る。また、関係行政機関及び暴力追放運動推進センター等が行う講習に積極的

に参加し、顧問弁護士も含め相談、助言、指導を受けて連携して対応する。
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当社の運用状況の概要

（1）取締役の職務執行

当事業年度におきましては、取締役会を16回開催し、取締役及び執行役員が

業務の執行状況を報告し、議案の決議だけでなく経営に関する重要な事項につ

いても審議を行っております。また、監査等委員会は12回開催され、独立・中

立的立場から発言が積極的に行われております。

（2）リスク・マネジメント

当事業年度におきましては、取締役及び主要な役職者が出席する「リスク・

マネジメント委員会」を12回開催いたしました。事業活動に係るリスクを毎年

評価し、潜在的リスクについて分類・整理し、優先順位付けした上で対応を検

討しております。

また、内部監査室長が経営会議、リスク・マネジメント委員会その他の重要

な会議に出席し、その内容を迅速に監査等委員会に共有する体制を構築してお

ります。

そのほか、社員が直接通報を行える外部の内部通報窓口の設置や、リスクが

顕在化した際には迅速に緊急時の対応が行える体制を整えております。

（3）財務報告の信頼性の確保

当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を内部監査担当が検証・

モニタリングし、内部統制に不備等が発見された場合には、速やかに取締役に

報告し、取締役は内部統制体制の有効性を確保するための必要な処置・改善を

行います。また、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の有効性

の評価を行っております。
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連結株主資本等変動計算書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

（単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 50,000 151,146 189,797 △170,067 220,876

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 42,741 42,741 85,483

連 結 範 囲 の 変 動 △807 △807

自 己 株 式 の 処 分 89 666 756

親会社株主に帰属する当期純利益 335,722 335,722

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 42,741 42,023 335,722 666 421,154

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 92,741 193,170 525,519 △169,400 642,031

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包
括利益累計
額合計

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 △9,541 △9,541 12,190 223,525

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 85,483

連 結 範 囲 の 変 動 △807

自 己 株 式 の 処 分 756

親会社株主に帰属する当期純利益 335,722

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

9,541 9,541 1,855 11,397

連結会計年度中の変動額合計 9,541 9,541 1,855 432,552

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 － － 14,046 656,077

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 12社

(2) 連結子会社の名称 ㈱鉄人エンタープライズ、 ㈱直久、㈱Rich to、

㈱NIM、㈱UIM、㈱JEWEL、 ㈱Bianca VENUS、

㈱Bianca STELLA、㈱Bianca EAST、

㈱コストイノベーション、㈱鳥竹、

ミライアミューズ㈱

当連結会計年度まで連結子会社であったTETSUJIN USA

Inc.は2025年８月31日に債権債務の清算が完了したた

め、連結の範囲から除外しております。

なお、清算完了までの損益計算書については連結して

おります。

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結決算日と決算日が異なる連結子会社

連結子会社名

TETSUJIN USA Inc. 決算日 12月31日

連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日に本決算に準じた仮決算を

行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によってお

ります。

商 品…… 個別法による原価法

そ の 他…… 最終仕入原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

（リース資産を

除く）

…… 当社および国内連結子会社は定率法、在外連結子会社

は定額法を採用しております。

ただし、当社および国内連結子会社は建物（建物附属

設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物につきましては、法人税法に定める

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額

につきましては、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。また、取得価額20万円未満の少額減

価償却資産につきましては、事業年度毎に一括して３年

間で均等償却しております。

②無形固定資産

（リース資産を

除く）

…… 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

③ リ ー ス 資 産…… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…… 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきま

しては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

つきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金…… 従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき

当期に見合う分を計上しております。

③ ポイント引当金…… 顧客に対して発行したポイントの将来の利用に備えるた

め、当連結会計年度末における将来利用見込額を計上し

ております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外

子会社の仮決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。
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(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴

い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グ

ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報

告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っており

ます。

② のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、合理的に見積った期間(５年)で均等償却を行ってお

ります。

③ 重要な収益および費用の計上基準

収益及び費用の計上基準

連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な

履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常

の時点）は以下のとおりであります。

イ．カラオケルーム運営事業

カラオケルーム運営事業では、カラオケルームの運営をおこなっており

ます。これら店舗におけるサービス提供においては、顧客にカラオケルー

ムサービス等の提供が完了した時点で収益を認識しております。

ロ．飲食事業

飲食事業では、飲食店舗の運営をおこなっております。これら店舗にお

けるサービス提供においては、顧客への飲食物の提供が完了した時点で収

益を認識しております。

ハ．美容事業

美容事業では、店舗におけるマツエクおよびネイルの施術サービスをお

こなっております。これら店舗におけるサービスの提供においては、顧客

への美容サービスを提供した時点で収益を認識しております。

ニ．メディア・コンテンツ企画事業

メディア・コンテンツ企画事業では、着うた・着メロ等のモバイル向け

コンテンツの企画・提供をおこなっております。これらのサービスの提供

においては、月額課金方式にて提供をしております。当該サービスは契約

期間にわたって均一に提供するものであるため、サービス提供期間にわた

り収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）

（固定資産の減損）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

対象となる資産 連結貸借対照表計上額 減損損失計上額

カラオケルーム運営店舗に
係る有形固定資産

754,087千円 270,535千円

飲食運営店舗に
係る有形固定資産

137,790千円 36,769千円

美容事業に係る有形固定資産 66,377千円 13,995千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、首都圏を中心に展開しているカラオケルームを運営するほ

か、飲食事業ならびに美容事業を運営しており、直営店舗及び工場、本社などの

資産を保有しております。

資産グループは、店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するために、各店舗

を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、店舗の営業損

益が過去２期継続してマイナスとなった場合、店舗の営業損益がマイナスであり

翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗撤退の意思決定をした場合などに

減損の兆候を識別しております。

減損損失の認識の判定に当たっては、減損の兆候が把握された各店舗の将来キ

ャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗固定

資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価

額」又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳

簿価額を下回るものについて減損損失を計上しております。このうち「使用価

値」の算定は、各店舗の将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに用い

た複数の仮定に基づいておりますが、これらは、取締役会で承認された各店舗の

事業計画を基礎としております。

当該事業計画は、各店舗の周辺環境や店舗施策に基づき作成され、店舗施策の

効果は、内容及び実施時期により大きく影響を受ける可能性があり、不確実性が

高く、将来の経営成績等が見積りと乖離した場合には、固定資産の評価に影響を

与え、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（会計方針の変更に関する注記）

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用

当社及び国内連結子会社は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」

（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等

を適用しております。
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法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正について

は、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月

28日。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な

お、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は軽微であります。

（収益認識に関する注記）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント

その他

(注)

連結損益

計算書

計上額
カラオケ

ルーム

運営事業

飲食事業 美容事業

メディア・

コンテンツ

企画事業

計

顧客との契

約から生じ

る収益

3,868,496 1,952,931 1,901,398 58,316 7,781,142 261,911 8,043,054

外部顧客へ

の売上高
3,868,496 1,952,931 1,901,398 58,316 7,781,142 261,911 8,043,054

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ － － － － － －

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「アニメ等コラボレー
ション事業」等を含んでおります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約における履行義務の充足の時期および取引価格の算定方法等につ

いては、「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）4.

会計方針に関する事項(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項③ 重要

な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債は、主に顧客との契約に基づき、履行義務を充足する前に受け取った

前受金に関するものであり、当連結会計年度の期首現在の残高の内、全額を当連

結会計年度の収益として認識しております。

なお当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引

がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略し

ております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

1. 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産

定期預金 10,000千円

建物及び構築物 19,734千円

土地 171,914千円

計 201,649千円

(2) 担保付債務

１年内返済予定の長期借入金 699,800千円

長期借入金 1,022,500千円

計 1,722,300千円

2.減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 3,746,925千円
（注）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(1) 発行済株式の種類 普通株式

(2) 期末発行済株式の総数 13,817,362株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当する事項はありません。

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当する事項はありません。

4. 連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

2018年11月27日 取締役会発行決議 ストック・オプション 30,400株

2019年５月13日 取締役会発行決議 ストック・オプション 1,900株

2019年11月26日 取締役会発行決議 ストック・オプション 23,600株

2021年11月26日 取締役会発行決議 ストック・オプション 8,300株

2022年５月16日 取締役会発行決議 ストック・オプション 125,000株

2024年12月５日 取締役会発行決議 ストック・オプション 600,000株

2024年12月５日 取締役会発行決議 ストック・オプション 630,000株
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調

達しております。資金運用につきましては、預金等の安全性の高い金融資産で

行い、また、設備資金の調達が必要な場合は、主に長期借入金により調達して

おります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金の信用リスクは、取引開始時に信用判定を行うととも

に、適宜信用状況を把握しております。

非上場株式及び関係会社株式の投資有価証券につきましては、定期的に財務

状況等の把握を行っております。また、差入保証金につきましては、取引開始

時に信用判定を行うとともに、定期的に信用状況の把握に努めております。

営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期

日であります。また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社

では、必要に応じて資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

短期借入金は主に運転資金、長期借入金につきましては、主に設備投資に必

要な資金の調達を目的としたものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年８月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

つきましては次のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

① 差入保証金 1,134,120 1,100,722 △33,398

② 長期借入金※注2 2,034,837 2,029,324 △5,511

(注1) 現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金については、短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

(注2) 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分けて分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市

場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又

は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１

のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて

算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定

した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が

最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 1,100,722 － 1,100,722

資産計 － 1,100,722 － 1,100,722

長期借入金 － 2,029,324 － 2,029,324

負債計 － 2,029,324 － 2,029,324

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金は、返還予定時期を合理的に見積り、安全性の高い長期の債券

の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。

長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映する

ため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。また、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入

金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在

価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（賃貸不動産に関する注記）

(1) 賃貸不動産の状況および時価に関する事項

当社グループは、東京都において賃貸用商業スペース（土地を含む）を有して

おります。

(2) 賃貸不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並び

に決算日における時価および当該時価の算定方法

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

当期首残高 当期増減額 当期末残高

97,331 500 97,832 79,071

(注1)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2)連結決算日における時価は、「固定資産税評価額」を合理的な基準に基づき調整を行

った金額であります。
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（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 48円06銭

(2) １株当たり当期純利益 25円40銭

（重要な後発事象に関する注記）

（固定資産の譲渡）

当社は、2025年９月18日開催の取締役会において、以下のとおり、当社並びに

当社の完全子会社（株式会社鉄人エンタープライズ）の固定資産を譲渡すること

について決議し、同日付で契約を締結し、固定資産を譲渡いたしました。

１．譲渡の理由

当社グループは、経営資源の効率的な活用により企業価値の最大化を図るべく、

また、コロナ禍での既存事業への過大な影響を背景に複数事業を持つことでのリ

スク分散を図っており、適宜、事業ポートフォリオの見直しを実施しております。

この度、一部の運営店舗からの撤退により該当事業の収益性を改善させることを

目的として、下記のとおり固定資産を譲渡することにいたしました。

２．当該子会社の概要

(1) 名称 株式会社鉄人エンタープライズ

(2) 所在地 東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 兒玉 智之

(4) 事業内容 カラオケルーム運営事業並びに飲食店運営事業

(5) 資本金 900万円

(6) 設立年月日 2019年11月15日

(7) 大株主及び持株比率 株式会社鉄人化ホールディングス：100%

３．譲渡資産の内容

譲渡資産は、カラオケ店等の店舗造作等設備でありますが、一部の店舗で当社

と該当子会社で資産をそれぞれ所有している店舗があります。また、下記店舗に

つきましては、当社グループが撤退した後、居抜きの状態で譲渡先が新たにカラ

オケ店舗事業を運営する予定となっております。
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(1) 株式会社鉄人化ホールディングス

資産の名称 資産の所在地 現況

店舗造作等設備
東京都台東区上野6-13-5

上野エイトビル 1F・3F-5F

カラオケの鉄人

上野店

店舗造作等設備
東京都新宿区高田馬場1-26-12

高田馬場ビル B1F

カラオケの鉄人

高田馬場店

店舗造作等設備
東京都新宿区歌舞伎町1-18-3

ニューシオンビル B1F-5F

カラオケの鉄人

新宿歌舞伎町一

番街店

店舗造作等設備
神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-8

コジマビル 1F-3F

カラオケの鉄人

川崎銀柳街店

(2) 株式会社鉄人エンタープライズ

資産の名称 資産の所在地 現況

店舗造作等設備
東京都新宿区神楽坂2-10

カグラヒルズ3Ｆ

カラオケの鉄人

飯田橋神楽坂店

店舗造作等設備
東京都台東区上野6-13-5

上野エイトビル 1F・3F-5F

カラオケの鉄人

上野店

店舗造作等設備
東京都新宿区高田馬場1-26-12

高田馬場ビル B1F

カラオケの鉄人

高田馬場店

店舗造作等設備
東京都新宿区歌舞伎町1-18-3

ニューシオンビル B1F-5F

カラオケの鉄人

新宿歌舞伎町一

番街店

店舗造作等設備
東京都足立区竹の塚1-41-10

T・スクエアビル 2F

カラオケの鉄人

竹ノ塚店

店舗造作等設備
神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-8

コジマビル 1F-3F

カラオケの鉄人

川崎銀柳街店

店舗造作等設備
東京都新宿区歌舞伎町1-18-3

ニューシオンビルB1F.1F
福包酒場新宿店

譲渡価額
帳簿価額

（2025年８月末）
譲渡益

292百万円 49百万円 228百万円

※1．譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額と譲渡に係る諸経費等予定額を加減算し

た概算額であります。

2．譲渡価額、帳簿価額、譲渡益は当社及び当社の完全子会社（株式会社鉄人

エンタープライズ）を合算した金額であります。
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４．譲渡先の概要

(1) 名称 株式会社シン・コーポレーション

(2) 所在地 東京都港区東新橋一丁目９番１号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川口 範

(4) 事業内容 カラオケ施設等アミューズメント事業

(5) 資本金 1,000万円

(6) 設立年月日 1989年６月14日

(7) 大株主及び持株比率 株式会社GENDA：100%

(8) 直前事業年度の総資産額 10,997百万円

(9) 直前事業年度の純資産額 1,469百万円

(10) 当社との関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係

2024年12月に２店舗、2025年

４月に各１店舗のカラオケ店

舗設備を譲渡しております。

５．譲渡の日程

取締役会決議日 2025年９月18日

譲渡契約締結日 2025年９月18日

譲渡資産引渡日 2025年10月１日

６．今後の見通し

当該固定資産譲渡に伴い、2025年８月期連結業績への影響はありません。
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（資金の借入）
当社は、2025年９月26日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決

議し2025年９月30日に借入を実行いたしました。

１．借入の目的
当社グループ各社の運転資金への充当を行うことを目的に、金融機関より資金

の借入を行うものです。

２．借入の概要

借入先 朝日信用金庫

借入金額 100,000,000円

借入金利 変動金利 当初1.575％

借入期間
１年 ※期日到来前に新たな手形借入契約を締結し、借
入継続をいたします。

借入実行日 2025年９月30日

返済方法 期限一括返済

担保・保証 無担保・無保証

３．業績への影響
2025年８月期における当社連結業績に与える影響はありません。

（株式の取得）
当社は、2025年10月21日開催の取締役会において、株式会社ヴァンクールプロ

モーションの発行株式の全株式400株のうち320株を取得し、子会社化することに
ついて決議いたしました。

１．株式取得の理由
当社グループは、首都圏エリアにおいてカラオケルーム運営事業及び飲食事業

を展開しており、また首都圏エリア及び中京エリアにおいては、美容事業（まつ
毛エクステ・ネイルサロン）を展開しております。
この度子会社化を予定している対象会社は、携帯電話業界に強みを持つ人材派

遣事業並びに転職支援事業、イベント・キャンペーン支援事業を営む企業であり
ます。対象会社は20年にわたる事業実績を有しており、同社代表である青木氏に
も引続き同社への参画をいただく予定です。青木氏のこれまで培ってこられたノ
ウハウを十分に発揮いただき、当社グループが展開するカラオケルーム運営事

業や飲食事業など、慢性的な人材不足に悩む業態とのシナジーを形成し、事業
拡大に向けて一丸となって取り組んでまいります。
今後、当社グループは対象会社が築いてきた事業のレガシーを継承しつつ、相

乗効果を最大限に活かし、グループ全体の更なる発展を目指してまいります。
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２．異動する子会社（株式会社ヴァンクールプロモーション）の概要

(1) 名称 株式会社ヴァンクールプロモーション

(2) 所在地 東京都港区南麻布四丁目12番25号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 青木隆紀

(4) 事業内容
一般労働者派遣事業、有料紹介事業、各種イベン

ト企画・運営

(5) 資本金 20,000千円

(6) 設立年月日 2006年４月３日

(7) 大株主及び持株比率 青木隆紀 100％

(8) 当社との関係
記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はあり

ません。

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績

決算期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期

純資産額 313,513千円 325,076千円 376,183千円

総資産額 527,822千円 538,520千円 687,991千円

売上高 1,113,706千円 1,307,764千円 1,562,767千円

営業利益 16,899千円 16,942千円 75,731千円

経常利益 19,225千円 17,453千円 75,266千円

当期純利益 13,469千円 11,563千円 51,107千円

３．株式取得の相手先の概要

株主名 住所 保有株数 当社との関係 備考

青木隆紀
東京都
渋谷区

400株
記載すべき資本関
係、人的関係、取引
関係はありません。

株式会社ヴァンクール
プロモーション代表取
締役
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４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)
異動前の

所有株式数

（議決権の数 ０個）

０株
（所有割合 ０％）

(2) 取得株式数
（議決権の数 320個）

320株

取得価額（普通株式 320株）

：480百万円

アドバイザリー費用等（概算額）

： 39百万円

合計（概算額）

：519百万円

(3)
異動後の

所有株式数

（議決権の数 320個）

320株
（所有割合 80％）

※取引価額については、財務・労務・法務等のデューデリジェンスを外部専門家に

依頼したうえで、当社の本件プロジェクトチームが合理的に評価しております。

５．日程

2025年10月21日 取締役会決議

2025年10月31日 株式譲渡契約締結

2025年10月31日 株式譲渡実行

６．今後の見通し

本件株式取得により、2025年11月に当該会社は当社の連結子会社になるため、

同社の子会社化に伴う当社連結業績への取り込みについては、2026年８月期第１

四半期からとなります。

以上のことから子会社の異動後の連結業績に与える影響については、当該経営

統合を実施した後、その影響が明らかになり次第、お知らせいたします。
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（資金の借入）

当社は、2025年10月21日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決

議いたしました。

１．借入の目的

企業買収における株式取得資金への充当を行うことを目的に、金融機関より資

金の借入を行うものです。

２．借入の概要

借入先 株式会社横浜銀行

借入金額 517,000,000円

借入金利 変動金利 当初1.600％

借入期間 １ヶ月

借入実行日 2025年10月31日

返済方法 期限一括返済

担保・保証 買収先企業による連帯保証

３．業績への影響

2026年８月期における当社連結業績に与える影響は軽微であります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年10月24日

株式会社鉄人化ホールディングス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 石 原 鉄 也

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 尾 形 隆 紀

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社鉄人化ホールディ

ングスの2024年９月１日から2025年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、株式会社鉄人化ホールディングス及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記（株式の取得）に記載されているとおり、会社は、

2025年10月21日開催の取締役会において、株式会社ヴァンクールプロモーション
の発行株式の全株式400株のうち320株を取得し、子会社化することについて決議
した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算

書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実
施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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株主資本等変動計算書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

（単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2024年９月１日残高 50,000 150,339 150,339 △455,010 △455,010

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 42,741 42,741 42,741

自己株式の処分 89 89

当 期 純 利 益 211,224 211,224

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 42,741 42,741 89 42,831 211,224 211,224

2025年８月31日残高 92,741 42,741 150,428 193,170 △243,786 △243,786

株主資本

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

2024年９月１日残高 △170,067 △424,738 12,190 △412,547

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 85,483 85,483

自 己 株 式 の 処 分 666 756 756

当 期 純 利 益 211,224 211,224

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) 1,855 1,855

事業年度中の変動額合計 666 297,463 1,855 299,319

2025年８月31日残高 △169,400 △127,274 14,046 △113,228

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式及び

関 連 会 社 株 式…… 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

（リース資産を
除く）

…… 定率法を採用しております。

ただし、当社は建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につき

ましては、法人税法に定める定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額につきましては、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。また、取

得価額20万円未満の少額減価償却資産につきましては、事

業年度毎に一括して３年間で均等償却しております。

(2)無形固定資産

（リース資産を
除く）

…… 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

(3) リ ー ス 資 産…… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額

法を採用しております。

3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理をしております。
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4. 引当金の計上基準

(1)貸 倒 引 当 金…… 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきまし

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につき

ましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(2)賞 与 引 当 金…… 従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当

期に見合う分を計上しております。

(3)投資損失引当金…… 関係会社に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社

の財政状態等を勘案して、将来発生する可能性のある損失

見込み額を計上しております。

(4)関係会社事業損失引当金…… 関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態

等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴い、法人税及び地方

法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適

用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８

月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

② 重要な収益および費用の計上基準

収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

イ．経営指導料収入

子会社に対し経営に関する指導、助言等を行うことを履行義務として識

別しています。当該履行義務は時の経過によって充足されることから、契

約期間にわたり期間均等額で収益を認識しております。

ロ．業務委託料収入

子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、

業務が行われた時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で

収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）

（固定資産の減損）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

対象となる資産 貸借対照表計上額 減損損失計上額

カラオケルーム運営店舗に
係る有形固定資産

496,692千円 175,949千円

飲食運営店舗に
係る有形固定資産

54,731千円 11,714千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社の連結子会社である株式会社鉄人エンタープライズは、首都圏を中心に展

開しているカラオケルームを運営するほか、飲食事業を運営しており、直営店舗

及び工場、本社などの資産を保有しております。

資産グループは、店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するために、各店舗

を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、店舗の営業損

益が過去２期継続してマイナスとなった場合、店舗の営業損益がマイナスであり

翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗撤退の意思決定をした場合などに

減損の兆候を識別しております。

減損損失の認識の判定に当たっては、減損の兆候が把握された各店舗の将来キ

ャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗固定

資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価

額」又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳

簿価額を下回るものについて減損損失を計上しております。このうち「使用価

値」の算定は、各店舗の将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに用い

た複数の仮定に基づいておりますが、これらは、取締役会で承認された各店舗の

事業計画を基礎としております。

当該事業計画は、各店舗の周辺環境や店舗施策に基づき作成され、店舗施策の

効果は、内容及び実施時期により大きく影響を受ける可能性があり、不確実性が

高く、将来の経営成績等が見積りと乖離した場合には、固定資産の評価に影響を

与え、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（関係会社投融資の評価）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）

当事業年度

流動資産

短期貸付金 147,618

貸倒引当金（流動資産） △4,992

固定資産

関係会社株式 1,108,077

長期貸付金 275,858

貸倒引当金（固定資産） △39,090

投資損失引当金 －

固定負債

関係会社事業損失引当金 －

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

関係会社株式については、関係会社の財政状態が悪化し、実質価額が著しく

低下した場合には、回復可能性を将来の事業計画に基づいて検討した上で、回

復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理あるいは投

資損失引当金を計上することとしております。また、短期貸付金及び長期貸付

金については、関係会社の財政状態に加えて、将来の事業計画に基づいて個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額について貸倒引当金を計上することと

しております。

関係会社投融資の評価の検討は、各関係会社の将来の事業計画を基礎として

おり、当該事業計画は今後の市場の動向及び店舗運営施策により大きく影響を

受ける可能性があり、不確実性が高く、将来の経営成績等が見積りと乖離した

場合には、関係会社投融資の評価に影響を与え、翌事業年度の計算書類に重要

な影響を及ぼす可能性があります。

（会計方針の変更に関する注記）

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用

当社は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第

27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を適用してお

ります。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正につい

ては、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年

10月28日。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

す。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響は軽微であります。
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（収益認識に関する注記）

（収益を理解するための基礎となる情報）

収益を理解するための基礎となる情報に関する注記については、「重要な会計

方針に係る事項に関する注記（5．その他計算書類作成のための基本となる重要

な事項 ② 重要な収益および費用の計上基準）」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

1. 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産

定期預金 10,000千円

建物及び構築物 19,734千円

土地 171,914千円

計 201,649千円

(2) 担保付債務

１年内返済予定の長期借入金 699,800千円

長期借入金 1,022,500千円

計 1,722,300千円

2. 減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 2,178,898千円

（注）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

3．保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証111,690千円を行っております。

4. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

(1) 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 431,078千円

長期金銭債権 275,858千円

(2) 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 720,489千円

長期金銭債務 655,990千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

(1) 関係会社との営業取引

売上高 467,658千円

販売費および一般管理費 26,358千円

(2) 関係会社との営業取引以外の取引

受取利息 1,539千円

支払利息 2,697千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の数

(1) 自己株式の種類 普通株式

(2) 自己株式の数 457,300株

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、減価償却限度超過額であり

ます。なお、回収可能性を勘案した結果、評価性引当額を控除し、繰延税金資

産の貸借対照表計上額はゼロとなっております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

(1)子会社及び関連会社等

種類
会社等の

名称

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
株式会社

Rich to

所有

直接100％

資金の貸付、

債務被保証

資金の貸付

*1、2
51,296 短期貸付金 8,742

債務被保証

*6
1,741,800 長期貸付金 42,554

子会社
株式会社

直久

所有

直接100％
債務被保証

債務被保証

*6
1,741,800 － －

子会社

株式会社

Bianca

EAST

所有

直接100％

資金の貸付、

役員の兼務、

債務被保証

資金の貸付

*1
49,980 短期貸付金 9,996

債務被保証

*6
1,741,800 長期貸付金 39,984

子会社

株式会社

Bianca

VENUS

所有

直接100％

資金の借入、

役員の兼務、

債務被保証

資金の借入

*3
121,840 短期借入金 16,320

債務被保証

*6
1,741,800 長期借入金 105,520

子会社

株式会社

Bianca

STELLA

所有

直接100％

役員の兼務、

債務被保証

債務被保証

*6
1,741,800 － －

子会社
株式会社

JEWEL

所有

直接100％

役員の兼務、

債務被保証

債務被保証

*6
1,741,800 － －

子会社
株式会社

NIM

所有

直接100％

資金の借入、

役員の兼務、

債務被保証

資金の借入

*3
97,500 短期借入金 15,000

債務被保証

*6
1,741,800 長期借入金 82,500

子会社
株式会社

UIM

所有

直接100％

資金の借入、

役員の兼務、

債務被保証

資金の借入

*3
37,500 短期借入金 15,000

債務被保証

*6
1,741,800 長期借入金 22,500

子会社
株式会社

鳥竹

所有

直接100％

資金の借入、

債務被保証

資金の借入

*3
494,740 短期借入金 50,520

債務被保証

*6
1,741,800 長期借入金 444,220

子会社

株式会社

鉄人エン

タープラ

イズ

所有

直接100％

経営指導、

業務委託、

役員の兼務、

債務被保証

資金の貸付

*1、2
322,200 短期貸付金 128,880

債務被保証

*6
1,741,800 長期貸付金 193,320

経営指導料

業務委託料

*4

256,872 売掛金 23,546

費用の立替金 198,052 立替金 198,052

工事費支払 41,316 未払金 41,316

売掛金の預り 566,051 未払費用 566,327
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（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 資金の貸付については調達金利を勘案して利率を決定しております。
*2 貸付金及び立替金に対し当事業年度において44,082千円の貸倒引当金を計上しております。
*3 資金の借入の金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
*4 経営指導料及び業務委託料については業務内容、業績等を勘案して契約により取引条件を

決定しております。
*5 資金の貸付、資金の借入、費用の立替金、工事費支払、売掛金の預りの取引金額は純額に

て表示しております。
*6 債務被保証については、当社の銀行借入に対して連帯保証を受けております。なお、保証

料の支払いはございません。

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 △9円53銭

(2) １株当たり当期純利益 15円98銭

（重要な後発事象に関する注記）

「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（追加情報）

当社は、当事業年度に定款を変更し、事業目的に子会社および関係会社等の事

業活動を支配・管理することを追加しております。

これに伴い、従来、子会社からの受取配当金につきましては、「営業外収益」に

計上しておりましたが、当事業年度から、当該受取配当金を「売上高」に含めて

計上しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年10月24日

株式会社鉄人化ホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 原 鉄 也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 尾 形 隆 紀

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社鉄人化ホー

ルディングスの2024年９月１日から2025年８月31日までの第27期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記（株式の取得）に記載されているとおり、会社は、

2025年10月21日開催の取締役会において、株式会社ヴァンクールプロモーションの
発行株式の全株式400株のうち320株を取得し、子会社化することについて決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第27期事業年度の取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたし

ます。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号口及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしま

した。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連

携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する

事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会

社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書

並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

2025年10月28日

株式会社鉄人化ホールディングス 監査等委員会

監査等委員 長 洲 謙 一 ㊞

監査等委員 野 老 覚 ㊞

監査等委員 山 崎 良 太 ㊞

監査等委員 渡 邊 劍三郎 ㊞

（注）監査等委員 長洲謙一氏、野老覚氏、山崎良太氏、渡邊劍三郎氏は、会社法第２条第15

号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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